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「NTTファイナンス」をかたった 
不審な SMS等にご注意ください！ 
１．事例 

①  ＜事例１＞不審な電話（自動音声など）がかかってきた 

・自動音声ガイダンスにより，「NTT ファイナンス」をかたり，利用中の回線を突然

利用停止する旨を通知し，料金の支払いを要求する電話がかかってきた。 

②  ＜事例２＞不審な SMSが送られてきた 

・「NTT ファイナンス」「NTT」「NTT ファイナンスサポートセンター」をかたり，訴

訟最終通知等として未納料金の支払いを要求する SMS が送られてきた。 

③ ＜事例３＞NTT社員をかたる訪問者が自宅に来て，未納料金を請求された 
・「NTT ファイナンス」社員をかたる訪問者が自宅に来て，未納料金の支払いを要求された。 

●具体的な被害の相談については，最寄りの警察署又は鹿児島県警察本部サイバー犯罪相談窓口に問

い合わせください。 

  鹿児島県警察本部のサイバー犯罪相談窓口 

（https://www.pref.kagoshima.jp/ja07/police/soudan/soudan/soudansenta.html） 

２．対応要領 

①  ＜事例１＞不審な電話（自動音声など）がかかってきた 

対応：無視する。 

理由：NTT ファイナンスでは，自動音声ガイダンスを用いて，契約状況に関する 

事項や，回線の利用停止を通知することは行っていない。 

②  ＜事例２＞不審な SMSが送られてきた 

対応：無視する。（絶対に電話をかけない。） 

理由：NTT ファイナンスでは，SMS による「料金のお支払いがない」「ご利用料金 

の確認が取れていない」等の案内はしていない。 

③ ＜事例３＞NTT社員をかたる訪問者が自宅に来て，未納料金を請求された 

対応：決して応じず，最寄りの警察署に相談する。 

理由：NTT ファイナンスでは，顧客宅に訪問し，集金することはない。 


